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この図面は、上下水 道管の維持 管理 のため に作成 した参 考図であり、現状と異なる 場 合がありま すので、必ず現地 で確認して くださ い。

なお、この図面の利 用によ り生じる 損害や 不利 益につ いて 、伊那市水 道部は一 切の責任を負いま せん 。
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